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野鳥での高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う動物園等における 

高病原性鳥インフルエンザへの対応について 

 

 

動物愛護管理行政の推進につきましては、日頃から御尽力を賜り、厚く御礼申し

上げます。 

 野鳥における高病原性鳥インフルエンザ対応については、４月 28 日 24 時をもっ

て、国内で指定していた野鳥監視重点区域がすべて解除となったことから、現在実

施している野鳥サーベイランスにおける全国の対応レベルが本日付で「対応レベル

１」に引き下げとなりました。 

動物園等における高病原性鳥インフルエンザへの対応については、「動物園等に

おける飼養鳥に関する高病原性鳥インフルエンザへの対応指針」に基づき、引き続

き早期発見やウイルスの拡散防止・防疫措置等について万全を期すようお願いいた

します。また、高病原性鳥インフルエンザにかかる情勢の変化がみられた場合には、

速やかに当方までお知らせくださいますようお願いします。 

 


